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業務の経過について

（平成１９年１１月～平成２０年９月）  

１ 保険料率の決定（平成１９年１１月２６日広域連合議会）

平成２０年度と２１年度の保険料算定に用いる保険料率について次の

とおり決定した。

・所得割率 ７．１２％

・均等割額 ３８，４２６円

２ 被保険者証の発送について

平成２０年４月１日時点で資格を有することになる被保険者に対して保

険証の交付を行った。

(1) 送付期間 ３月１７～２６日

(2) 送付対象者数 １６９，９７１人（各市町村から順次発送）

３ 仮徴収額決定通知書の発送

平成２０年４、６、８月に支給される年金から保険料が仮徴収される方

に対して仮徴収額決定通知書等の発送を行った。

(1) 送 付 期 間 ４月４～１０日（市町村から順次発送）

(2) 送 付 対 象 者 数 １０８，７４１人

(3) 決 定 額 ２，５６４，３４５，１００円

(4) 通 知 文 書 後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書

４ 誤徴収に関する調査の実施について

特別徴収の開始により特別徴収対象外の被保険者に対して特別徴収を行

ったという事例が全国で発生したことから、県内の状況を確認するための

調査を実施した。
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【調査結果】

(1) 調 査 実 施 期 間 平成２０年４月１４日～１６日

(2) 誤徴収市町村数 ７市町村

(3) 誤徴収対象者数 ４１１人

(4) 誤 徴 収 金 額 １，８９６，０００円

５ 新医療制度加入前健康保険の調査について

平成２０年度における保険料の特例措置（保険料年額を均等割額の２０

分の１の１，９００円とするもの）が適用される社会保険等の被扶養者に

ついて、未確認の被保険者がいないか独自の調査を行った。

(1) 調査票発送 ７月４日（提出期限７月１８日）

(2) 調査対象者 ６，７２３人

（国保や社会保険等の被扶養者と特定できていない方）

(3) 調 査 結 果 ８月３１日現在 回答５，２７５通

（回答率約７８％）

※被扶養者と回答をいただいた方については、各保険者へ資格の確認

を依頼した。

６ 保険料額決定通知書の発送について

平成２０年度の後期高齢者医療保険料額を決定し、被保険者に通知を発

送した。

(1) 送 付 期 間 ７月１１～１８日

(2) 対 象 者 数 １７０，１５３人

(3) 決 定 保 険 料 額 ６，８４２，８３１，７００円

(4) 通 知 文 書 後期高齢者医療保険料額決定通知書

（市町村から順次発送）

※８月以降は、年度内に新規に資格を取得した方や保険料額に変更の

あった方に対して後期高齢者医療保険料額変更決定通知書が発送

される。
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７ 賦課誤りの発生について

当広域連合内において、一つの被扶養者情報を同姓同名かつ同一生年月

日の複数の被保険者に適用していたことにより誤った賦課がされていた事

例が判明した。

(1) 賦課誤り判明日 平成２０年８月１３日

(2) 対象者数 １５名

(3) 誤って賦課した保険料額 ２８，５００円

(4) 正しい保険料額 ５６５，４００円

（差引５３６，９００円）

(5) 被保険者への対応

平成２０年８月２８日から９月１日にかけて広域連合職員がお詫

び文書と正しい保険料額変更決定通知書を持参し、説明、謝罪した。

８ 特別対策実施のための条例改正について

平成２０年６月１２日決定の「高齢者医療の円滑な運営のための負担の

軽減について」に基づく保険料の軽減拡大に伴い、平成２０年８月５日の

広域連合臨時議会において条例改正を行った。

９ 特別対策実施に伴う保険料額変更決定について

平成２０年６月１２日決定の「高齢者医療の円滑な運営のための負担の

軽減について」に基づく保険料の軽減拡大に伴い、軽減対象となる被保険

者へ保険料額変更決定を実施し、市町村から順次通知書を送付した。

(1) 変 更 決 定 日 平成２０年８月５日

(2) 送 付 期 間 ８月１１～１８日

(3) 対 象 者 数 ６７，４７３人

(4) 保 険 料 軽 減 額 △４４４，４６１，１７２円
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１０ 特別対策実施に伴う保険料額一部免除について

平成２０年６月１２日決定の「高齢者医療の円滑な運営のための負担の

軽減について」に基づく保険料の軽減拡大に伴い発生する仮徴収額との差

額が５００円未満であるものへの保険料額一部免除を実施、該当者へ通知

書を送付した。

(1) 減 免 決 定 日 平成２０年９月５日

(2) 送 付 期 間 ９月１１～１７日

(3) 対 象 者 数 ６１４人

(4) 保 険 料 免 除 額 △８７，４００円


